
３ 調剤報酬改定の概要



令和６年度調剤報酬改定の主なポイント

地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し

質の高い在宅業務の推進

➢ 調剤基本料の評価の見直し
• 地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進め
ていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料の引上げ

• 調剤基本料２の算定対象拡大による適正化（１月における処方箋の受付回数が
4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位３の保険医療機関に係る処方
箋による調剤の割合の合計が７割を超える薬局）

➢ かかりつけ機能に係る薬局の評価（地域支援体制加算）の見直し
• 薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から要件を強化
• 他の体制評価に係る評価を踏まえた点数の見直し

➢ 新興感染症等に対応できる薬局の評価（連携強化加算）の見直し
• 改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた見直し

➢ 医療DXの推進
• 医療DXに対応する体制（電子処方箋、マイナ保険料利用率、電子カルテ情

報共有サービス、電子薬歴等）を確保している場合の評価を新設

➢ その他の見直し
• 特別調剤基本料の区分新設（いわゆる同一敷地内薬局、調剤基本料の届出

がない薬局に区別）
• いわゆる同一敷地内薬局の評価見直し

➢ メリハリをつけた服薬指導の評価
• ハイリスク薬の服薬指導（特定薬剤管理指導加算１）における算定対象となる時点
等の見直し

• 特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合における評価（特
定薬剤管理指導加算３）を新設（①医薬品リスク管理計画に基づく説明資
材の活用等の安全性に関する特段の情報提供の場合、②長期収載品の選定
療養、供給不足による医薬品の変更の説明をした場合の評価）

➢ 調剤業務に係る評価（自家製剤加算）の見直し
• 嚥下困難者用製剤加算を廃止し飲みやすくするための製剤上の調製を行った場合の
評価を、自家製剤加算での評価に一本化

• 供給不足によりやむを得ず錠剤を粉砕等する場合でも加算が算定できるよう見直し

➢ かかりつけ薬剤師業務の評価の見直し
• 休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能とする見直し
• かかりつけ薬剤師と連携して対応する薬剤師の範囲見直し（複数名可）
• かかりつけ薬剤師指導料等を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合の
評価、調剤後のフォローアップ業務の評価が算定可能となるよう見直し

➢ 調剤後のフォローアップ業務の推進
• 糖尿病患者の対象薬剤拡大（インスリン製剤等→糖尿病薬）
• 慢性心不全患者へのフォローアップの評価を新設

➢ 医療・介護の多職種への情報提供の評価
• 介護支援専門員に対する情報提供の評価を新設
• リフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供の評価を明確化

➢ 在宅業務に係る体制評価
• ターミナルケア、小児在宅医療に対応した訪問薬剤管理指導の体制を整備してい
る薬局の評価を新設

➢ ターミナル期の患者への対応に係る評価充実
• 医療用麻薬を注射で投与されている患者を月８回の定期訪問ができる対

象に追加（介護報酬も同様の対応）
• ターミナル期の患者の緊急訪問の回数を月４回から原則月８回に見直し
• ターミナル期の患者を夜間・休日・深夜に緊急訪問した場合の評価新設
• 医療用麻薬の注射剤を希釈しないで無菌調製した場合の評価追加

➢ 在宅患者への薬学的管理及び指導の評価の拡充
• 処方箋交付前の処方提案に基づく処方変更に係る評価新設
• 退院直後などの計画的な訪問が始まる前に患家を訪問して多職種と連携した薬学
的管理・指導を行った場合の評価新設

➢ 高齢者施設の薬学的管理の充実
• ①ショートステイの利用者への対応、②介護医療院、介護老人保健施設の患者に
対して処方箋が交付された場合の対応の評価新設（服薬管理指導料３）

• 施設入所時等に服薬支援が必要な患者に指導等を行った場合の評価新設
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⚫ 地域におけるかかりつけ機能の役割を果たし、地域医療に貢献する
薬局を評価（他の体制評価項目を踏まえた点数見直し）

⚫ かかりつけ機能を推進するための要件強化（調剤基本料１の薬局と
それ以外の薬局の実績要件の項目をそろえる等）

⚫ 後発医薬品の使用促進に取り組む薬局を評価（変更なし）

⚫ 感染・災害発生時に対応できる体制を整備する薬局を評価

⚫ 医療DXに対応する体制を確保する薬局を評価

⚫ 在宅訪問を十分行うための体制を整備する薬局を評価
（※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算）

薬局の体制に係る評価の見直し
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⚫ 地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療
に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上
げを実施すること等の観点から調剤基本料を引上げ

⚫ 特別調剤基本料の区分新設
（A：敷地内薬局、B：基本料の届出がない薬局）

調剤基本料 一定の機能を有する薬局の体制の評価

【調剤基本料１の薬局】

地域支援体制加算１ 39点→ 32点
地域支援体制加算２ 47点→ 40点

【調剤基本料１以外の薬局】

地域支援体制加算３ 17点→ 10点
地域支援体制加算４ 39点→ 32点

後発医薬品調剤体制加算１（80％以上） 21点
後発医薬品調剤体制加算２（85％以上） 28点
後発医薬品調剤体制加算３（90％以上） 30点

（新）在宅薬学総合体制加算１ 15点
（新）在宅薬学総合体制加算２ 50点

（新）医療DX推進体制整備加算 ４点（月に１回）

➢ 薬局の体制に係る評価を見直す。

連携強化加算 ２点→ ５点

処
方
箋
の
集
中
率 処方箋の

受付回数
2,000回 4,000回

100％
95％

85％

70％

1,800回

調剤基本料２
29点

調剤基本料１
45点

（１）大型チェーン薬局以外

100％

85％

95％

グループ全体の
処方箋の受付回
数又は店舗数

4万回 40万回
又は

300店舗以上

調剤基本料１
45点

処
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箋
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3.5万回

又は 調剤基本料２
29点

調剤基本料３イ
24点

調剤基本料３ロ
19点

調剤基本料３ハ
35点

（２）大型チェーン薬局

処方箋受付回数月4,000回超
かつ 上位３の医療機関の集中率合計70％超（改定）

調剤基本料１ 42点→45点

調剤基本料２ 26点→29点

調剤基本料３イ 21点→24点

調剤基本料３ロ 16点→19点

調剤基本料３ハ 32点→35点

特別調剤基本料A 7点→ ５点

特別調剤基本料B 7点→ ３点



地域支援体制加算の見直し

○地域支援体制加算の施設基準 （（4）のウは薬局当たりの年間の回数）

（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績（下記の要件）

（２）地域における医薬品等の供給拠点としての対応
ア 十分な数の医薬品の備蓄、周知（医療用医薬品1200品目）
イ 薬局間連携による医薬品の融通等
ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制
エ 麻薬小売業者の免許
オ 集中率85％超の薬局は、後発品の調剤割合70％以上
カ 取り扱う医薬品に係る情報提供体制

（３）休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制
ア 一定時間以上の開局
イ 休日、夜間の開局時間外の調剤・在宅業務に対応できる体制
ウ 当該薬局を利用する患者からの相談応需体制
エ 夜間・休日の調剤、在宅対応体制（地域の輪番体制含む）の周知

（４）在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応
ア 診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携
イ 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
ウ 在宅薬剤管理の実績 24回以上
エ 在宅に係る研修の実施

（５）医療安全に関する取組の実施
ア プレアボイド事例の把握・収集
イ 医療安全に資する取組実績の報告
ウ 副作用報告に係る手順書を作成

（６）かかりつけ薬剤師の届出

（７）管理薬剤師要件

（８）患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成

（９）研修計画の作成、学会発表などの推奨

（10）患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導

（11）地域医療に関連する取組の実施
ア 一般用医薬品及び要指導医薬品等（基本的な48薬効群）の販売
イ 健康相談、生活習慣に係る相談の実施
ウ 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応
エ 当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱い
オ たばこの販売禁止（併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む）

要件 基本料1 基本料1以外

①夜間・休日等の対応実績 40回以上 400回以上

②麻薬の調剤実績 1回以上 10回以上

③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 20回以上 40回以上

④かかりつけ薬剤師指導料等の実績 20回以上 40回以上

⑤外来服薬支援料１の実績 １回以上 12回以上

⑥服用薬剤調整支援料の実績 １回以上 1回以上

⑦単一建物診療患者が１人の在宅薬剤管理の実績 24回以上 24回以上

⑧服薬情報等提供料に相当する実績 30回以上 60回以上

⑨小児特定加算の算定実績 １回以上 １回以上

⑩薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認
定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議への出席

１回以上 ５回以上

○上記の（１）地域医療に貢献する体制を有することを示す実績 （①～⑨は処方箋１万枚当たりの年間回数、⑩は薬局当たりの年間の回数）

【調剤基本料１の薬局】
・地域支援体制加算１ 39点 → 32点

④を含む３つ以上
・地域支援体制加算２ 47点 → 40点

①～⑩のうち８つ以上

【調剤基本料１以外の薬局】
・地域支援体制加算３ 17点 → 10点

④、⑦を含む３つ以上
・地域支援体制加算４ 39点 → 32点

①～⑩のうち８つ以上

青字：変更・新規の要件
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令和６年度診療報酬改定



調剤基本料等の届出時期・経過措置
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令和６年度診療報酬改定

１．施設基準における届出時期（調剤基本料、地域支援体制加算等）

（従来）前年3月1日～当年2月末までの実績（当年４月の最初の開庁日までに届出、当年４月１日からの算定可能）

（今後）前年5月1日～当年4月末までの実績（当年６月の最初の開庁日までに届出、当年６月１日からの算定可能）

※令和６年度の施行前（4月・5月）における取扱い

令和６年３月末までの区分で引き続き算定可（区分の変更がある場合は届出が必要）

※令和６年６月施行に係る具体的な施設基準の届出時期については追ってお知らせします。

２．地域支援体制加算の経過措置、令和６年度における届出時期

• 令和６年６月１日より新たな施設基準に基づき算定する場合は、令和５年５月１日～令和６年４月末まで

の期間の実績に基づく届出が必要（届出時期は追ってお知らせします）

• 新たに追加・変更となった基準等については、令和６年８月末まで経過措置が適用（５月末時点の区分に

よる算定が８月末まで可能）

• 上記の経過措置を適用する薬局は、9月以降の算定のためには、令和５年８月１日～令和６年７月末までの

期間に基づく実績の届出が必要（届出時期は追ってお知らせします）



在宅業務に関する調剤報酬改定の概要

令和６年度診療報酬改定

在宅移行期 在宅療養 ターミナル期

薬
学
管
理
に
関
す
る
評
価

薬
局
の
体
制
の
評
価

■在宅患者訪問薬剤管理指導料の
見直し

• 注射による麻薬の投与が必要な患
者への定期訪問の上限回数見直し
（末期の悪性腫瘍の場合と同様の措置）

月４回 →週２回かつ月８回

※介護保険の評価（居宅療養管理指導費
等）も同様の改定

■無菌製剤処理加算の評価対象の見直し
無菌製剤処理加算の対象に、医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に

無菌的に調製した場合を追加

■在宅移行初期管理料の新設
退院直後など、計画的に実施

する訪問薬剤管理指導の前の段
階で患家を訪問し、多職種と連
携して今後の訪問薬剤管理指導
のための服薬状況の確認や薬剤
の管理等の必要な指導等を実施
した場合の評価の新設

■在宅訪問の体制評価の新設（在宅薬学総合体制加算）
（加算１）在宅患者に対する必要な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
（加算２）上記に加え、がん末期などのターミナルケア又は医療的ケア児等の小児在宅

患者に対する高度な薬学的管理及び指導の体制を整備した薬局の評価
※在宅患者の処方箋に基づく対応の場合の加算 （在宅患者調剤加算の廃止）

■在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し
薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等

により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、
処方箋交付前に医師と処方内容を調整した場合の評価の追加

■在宅患者（緊急）訪問薬剤管理指導料の見直し
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患

者への緊急訪問の上限回数見直し
月４回 →原則として月８回

■夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算の新設
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が

必要な患者に対して夜間・休日・深夜に
緊急訪問した場合の評価の新設
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薬局の体制に係る情報の周知に関する要件

【地域支援体制加算】

➢ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外

であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制（地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられ

ている輪番制に参加している場合も含む。）に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同

様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

【連携強化加算】

➢ 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループの

のほか 、地域の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知していること。

【在宅薬学総合体制加算】

➢ 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外におけ

る在宅業務に対応できる体制（医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。） に係る周知を自局及び同一

グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行って

いること。

地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件（施設基準）
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（参考）薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ
とりまとめ（令和 4年 7月 1 1日）

〇 地域において求められる夜間・休日等の対応については、地域の実情に応じた体制構築が必要となるが

地域の薬剤師会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力して議論を行うこと
の必要性が示されている。
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第４ 具体的な対策
４．地域における薬剤師の役割
（３）地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
〇 地域において求められる薬剤師サービスとしては、

・医薬品の供給拠点（患者に必要な医薬品について、適切な薬学的管理・指導、服薬指導とともに提供する。要指
導・一般用医薬品を含む。）

・夜間、休日の対応
・健康サポート（セルフケアの啓発を含む。）
・新興感染症、災害等の有事への対応
・在宅対応（無菌調剤、麻薬調剤等を含む。）
・医薬品関連情報の発信（症例検討会、勉強会の実施・参加等を含む。）
・薬事衛生（医薬品・医療機器の正しい使い方の説明、学校薬剤師、薬物濫用の防止等）
などが考えられる。

○ このような薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難であり、また、新興感染症、災害時等の有事へ
の対応等、地域全体で効率的・効果的に提供すべき薬剤師サービスもある。このように、薬剤師サービスを地域全体
で提供していくという観点も必要であり、地域の実情に応じた体制の構築について、自治体の関係部局及び関係団体
等が協議・連携して取り組むことが重要である。またこの前提として、地域において、薬剤師サービスの必要量やリ
ソース等を把握することが必要である。

〇 このため、地域において、地域医療に必要な機能を把握するともに、自治体や医療関係者が協議の場を持ち、必要な
薬剤師サービスの確保策を検討する仕組みを構築すべきである。なお、当該地域での検討においては、地域の薬剤師
会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力し、議論を行う必要がある。


